
 

 

平成 25 年度第４号 
通 算 第 1 1 号 

平成 25 年 10 月 18 日 

尼崎市役所総務局 
人事管理部給与課 

 

━管理職手当等の見直し及び平成 26 年度向け合理化について━ 

 

９月 26 日午後７時 30 分から午後９時まで、すこやかプラザホールＡにおいて、平成 26 年度向

け合理化提案を行うとともに、継続協議となっている管理職手当の支給対象者の見直し、再任用職

員の給与制度の見直し及び昇格時号給対応表の改正について交渉を行った。 

 

◎今回の交渉の主な目的 
従前より、翌年度向けの各事務事業の見直しに関する提案は、実施時期の半年前までに行うこと

を労使間の約束としてきたところであることから、本年度においても平成 26 年度向けの各事務事

業の民間委託による合理化について提案を行った。併せて、継続協議となっている管理職手当の支

給対象者の見直しについて追加の修正提案を行うとともに、その他の提案項目についても協議を行

い、理解を求めた。 

 

◎組合への提案 
平成 26 年度向け合理化提案について（メモ）      別紙１

 管理職手当の支給対象者の見直しについて（メモ）    別紙２

 

◎具体的な交渉内容 
１ 平成 26 年度向け合理化提案について 
  平成 26 年度向け合理化提案の具体的な内容について説明した後、協議に入った。 

現業評議会の主張 当局の回答 

現業評議会として、今後新たな委託計画の提

示がないままでは、合意できないことを既に伝

えている。平成 26 年度向けの提案があるとい

うことは、今後の委託計画の方向性が改めて示

されたということか。 

本日のところ、その内容等について説明でき

る状況にないが、近々明らかにできると思う。

そのような中での半年前提案となっているが、

ご理解いただきたい。 

給食調理業務委託により、定数上どのような

影響が及ぶのか。 

配置基準上は正規職員４人減となる。教育委

員会からは、この合理化に伴う雇止めは発生し

ないと聞いている。 

尼崎市現業評議会との 
交 渉 状 況 
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今回の提案メモにおいては、業務の経済性、

効率性の向上が目的とされており、昨年度まで

言及されていた内容の充実や安全性の維持とい

った点を欠いているが、理由があるのか。 

今後の給食調理業務委託の進め方に変更があ

ったからではないかと思う。現時点で詳細を説

明できないことについては大変申し訳ない。 

課題解決への方向性 
給食調理業務委託について、組合は以前より合理化提案をする前に委託計画の方向性を示すべ

きことを主張しており、当局としても、教育委員会においてその方向性が示され次第、組合への

説明を行うことを確認した。 
 
２ 管理職手当の支給対象者の見直しについて 
  前回までの交渉経過を踏まえ、改めて修正提案メモを提示した上で、具体的な協議を行った。 

現業評議会の主張 当局の回答 

提案のあった加算措置は、現在の作業長への

措置なのか。それとも、今後、作業長となる者

に対しても適用されるのか。 

この度提示した措置は、現在作業長にある者

に対して、作業長に対する管理職手当の廃止に

伴う激変緩和措置として行うものであることか

ら、現在、作業長が置かれている職場におい

て、平成 26 年７月１日現在も作業長にある者

に限定した措置である。 

実施日が７月１日となっているのは、現在、

尼崎市職員労働組合に対して提案している昇給

日の変更についての項目と関連しているのか。 

その通りである。 

なお、尼崎市職員労働組合には、昇給日の変

更を含めた他の提案項目と合わせた判断をお願

いしている。 

非現業職においても、修正提案がなされたと

聞いているが、その内容はどのようなものか。 

係長及び課長補佐に対しても、作業長と同様

の１号加算措置を提案している。 

なお、その実施時期については、当初平成

27 年７月として提案していたが、本日の尼崎

市職員労働組合との協議の中での修正要求を受

けて、改めて内部で検討した結果、平成 26 年

７月としたことから、現業評議会に対しては、

予め平成 26 年７月で提案している。 

特殊勤務手当から作業長手当に見直した経過

や作業長の超過勤務は係長等に比べて少ないこ

と、作業長の平均年齢の高さ等からすれば、非

現業職と同様の措置では納得できない。 

今回の措置はあくまでも見直しの対象となる

者への激変緩和措置として実施するものであ

り、現業職、非現業職の分け隔てなく、また年

齢や現在の号給に関わらず、一律に措置するも

のであり、現業職のみ加算額を大きくすること

はできない。 
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加算を１号給とした根拠は何か。 今回の措置については、これまでの交渉の中

で組合が強く主張していた見直し対象となる者

への激変緩和措置として、また、その他の提案

項目についても合わせて解決を図ることの手立

てとして実施するものである。 

作業長手当廃止に伴い、作業長の中からは希

望降任したいとの声もある。そういった場合に

ついては、作業主任に降りるという道も作るべ

きではないか。 

作業長の職責を果たせないという理由で本人

からの申出により降任する場合、３級への格付

けとなる。ただし、今回の一連の見直し提案に

対する合意が得られ、また今回に限った特例措

置としての対応で、現業評議会の総意というこ

とであれば、別途検討したい。 

仮に特例措置が認められるとした場合、作業

長手当の廃止が平成 27 年４月１日であるとい

うことは、希望降任の申請も平成 26 年度まで

認められるということか。 

平成 26 年度の降任を許容すると、当該措置

を受けていながら作業長を降りるという公平性

を欠く事態が考えられる。また、今回に限定し

た特例措置という意味合いからも、平成 25 年

度に限られるべきものであると考えている。 

３級の最高号給に達し、昇給が停止している

者もいる。このような事態が生じることは、技

能労務職給料表への切り換えの際に、当局も認

識していたと思うが、現在どのように考えてい

るのか。 

技能労務職給料表への切り換え時に、現給保

障を最優先とした結果、現在の技能労務職給料

表上、高位号給への分布割合が高くなっている

ことは事実としてある。今後の課題の一つとし

て認識しているが、現在の給料水準からは号給

の継足し等は困難であると考えている。 

作業長手当廃止に伴う減収によりモチベーシ

ョンの低下も避けられないが、何らかの手立て

を考えているのか。 

これまでの交渉等での組合の主張を踏まえ、

本日、作業長に対する管理職手当の廃止に伴い

現行より減収となることへの激変緩和措置とし

て修正提案を示している。また、作業長を到達

点とするのではなく、係長や課長等の役職者ポ

ストを目指していくためにも、研修の在り方に

ついても、引き続き協議していきたいと考えて

いる。 

作業長手当を廃止する代わりに超過勤務手当

を支給していくという今回の提案は、実働時間

については確実に超過勤務手当を支給していく

ということを意味しているものと認識してい

る。超過勤務手当の支給を不当に制限するよう

なことはないということを、この場で確認した

い。 

業務上の必要に応じて超過勤務命令を発し、

その命令を受けて超過勤務に従事するものであ

ることから、その実働時間に対して超過勤務手

当を支給するのは当然のことである。その一方

で、職員の健康の維持、確保といった観点か

ら、超過勤務の縮減や休日の確保にも努めてい

かなければならず、超過勤務の適正な執行管理

について、より厳密に行っていく必要がある。 
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学校現場では、労務管理を県職員が担ってい

るためか、超過勤務の管理について不十分な点

が見受けられる。 

現場でそういった意見が出ていることについ

て、教育委員会に伝えておく。 

今回の提案を受けて、作業長が軽視されてい

るのではないかと感じている者もいる。当局

は、作業長が職場に必要なポストであると認識

しているのか。 

これまで新現業職４級を含め、現業職の在り

方について議論してきたのは、作業長が係長の

補佐としての職責を担っており、現業職を維持

していく上で必要であると十分に認識している

からこそである。 

今回の修正提案を現場に持ち帰って現場の意

見を聞いた上で、現業評議会としての意見を決

定したいと思うが、諾否期限である９月 30 日

までに回答するのは困難である。一定の猶予期

間をもらえないか。 

諾否期限の変更は考えていないが、解決に向

けた機関決定のためにしばらく時間を要すると

いうことで、数日諾否の回答が遅れることにつ

いては一定理解したい。今回の提案は社会情勢

を踏まえた上でのものであり、こういった点も

踏まえて決断していただきたい。 

課題解決への方向性 
組合は、管理職手当の支給対象者の見直しの修正提案を受け、諾否期限を９月末までとしてい

るその他の提案項目も含めて一定の判断を行うとした。 
 
３ その他 

現業評議会の主張 当局の回答 

昇格制度の改正について 

昇格時号給対応表の改正に関する提案は、あ

くまでも尼崎市独自の給料表である技能労務職

給料表に対する提案と考えてよいか。 

 

その通りである。 

再任用職員の給与制度の見直しについて 

現業職と非現業職とで給料月額が異なるの

は、両者で職務・職責が異なることによるもの

か。 

 

その通りである。 

現業職と非現業職との間で、年金額に差はあ

るのか。 

現業・非現業を理由に、年金額が異なるもの

ではない。年金額算定の基礎となる平均給与額

と共済年金加入期間が同じであれば、年金額は

同じである。 

課題解決への方向性 
組合は、管理職手当の支給対象者の見直しと併せて、一定の判断を行うとした。 

 
以 上   

（給与課）  
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別紙１

平成 26 年度向け合理化について（メモ） 

 

H25.９.26 

 

 

１ 小学校給食調理業務の委託（教育委員会） 

 ⑴ 目的 

   業務の経済性、効率性を高めるため。 

 ⑵ 実施内容 

   成徳小学校及び水堂小学校の２校について、給食調理業務を委託する。 

 ⑶ 実施時期 

   平成 26 年４月１日 

 ⑷ 人員 

   正規職員 ▲４名 

  

以 上  
（給与課） 
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別紙２ 
管理職手当の支給対象者の見直しについて（メモ） 

 
H25.９.26 

 

「管理職手当の支給対象者の見直しについて（メモ）」の「３ その他」を次のとおり修正する。 

 

３ その他 

 ⑴ 技能長及び作業長に対する平成 26 年度以降の期末手当及び勤勉手当について、その算定基

礎額の算出にかかる役職者加算を 10％とする。（現行５％） 

 ⑵ 平成 26 年７月１日現在、上記１の役名の職員について、同日付けで、給料表の適用号給を

１号上位とする。 

 

以 上  
   （給与課） 

                                         

参考 

管理職手当の支給対象者の見直しについて（メモ） 

H24.11.15  

 

管理職手当の支給対象者について、次のとおり改正する。 

 

１ 管理職手当 

技能長及び作業長の役名の職員について、管理職手当の支給対象から除く。 

２ 実施時期 

平成 26 年 4 月 1 日 

（※H25.９.５修正メモにて、平成 27 年４月１日に修正） 

３ その他 

  技能長及び作業長に対する平成 26 年度以降の期末手当及び勤勉手当について、その算定基礎

額の算出にかかる役職者加算を 10％とする。（現行５％） 

（※H25.９.５修正メモにて項目追加） 

４ 諾否期限 

  本回答に対する諾否については、平成 25 年 3 月 29 日（金）までにされたい。 

 （※H25.6.27 修正メモにて、平成 25 年 9 月 30 日（月）に修正） 

 

以 上  
（給与課） 
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◎妥結事項 
平成 24 年 11 月 15 日、平成 25 年６月 27 日、９月５日、19 日、26 日の５回にわたる交渉の結果

を受け、10 月 18 日に次の項目について妥結に至った。 

１ 管理職手当及び超過勤務手当等の支給対象者の見直し（平成 27 年４月１日実施） 

⑴ 管理職手当 

技能長及び作業長の役名の職員について、管理職手当の支給対象から除く。 

⑵ 役職者加算 

上記⑴の役名の職員に対する平成 26 年度以降の期末手当及び勤勉手当について、その算定

基礎額の算出にかかる役職者加算を 10％とする。 

⑶ その他 

平成 26 年７月１日現在、上記⑴の役名の職員について、同日付で給料表の適用号給を１号

上位とする。 

２ 平成 26 年度以降の再任用職員の給与制度について（平成 26 年４月１日実施） 

⑴ 給料月額 

技能労務職給料表の再任用職員の給料月額を次の通り改正する。 

 １級 ２級 ３級 ４級 

現 行 185,800 213,400 236,100 277,900 

改正後 202,900 225,000 246,200 277,900 

差 ＋17,100 ＋11,600 ＋10,100 ±0 

⑵ 期末・勤勉手当 

短時間勤務職員の期末・勤勉手当について、フルタイム勤務職員と同じく、支給月数を国

基準通りとし、役職者加算率を５％とする。 

 ⑶ 任用する級 

任用する級については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも３級とする。 

⑷ 実施時期等 

平成 26 年４月 1日 

ただし、昨年度末までに退職して再任用職員として任用された職員（S28.4.1 以前生まれ）

については現行制度を適用する。 

３ 昇格時号給対応表の改正について（平成 26 年４月１日実施） 

  平成 25 年９月５日提案の技能労務職給料表昇格時号給対応表のとおり。 
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